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お知らせワイド版

広告

人事異動 働き方改革課（麻生庁舎）
☎０２９９－７２－０８１１

問

４月１日付課長級以上の職員の異動と新規採用職員をお知らせします。

　　　　新規採用職員にインタビュー！
企画部魅力発信課　瀬尾 優太

　担当業務は？
　�市報やなめテレの番組作成等を通じて、
市の魅力を伝える業務です。

　抱負をお願いします！
　�仕事を通じて市民の皆さんのお役に立てる
よう、誠実に職務に取り組んでいきます。

小野 真翔（国保年金課）
海野 毅（国保年金課）
髙田 真由美（総合窓口課）
額賀 陽子（下水道課）
天達 皓大（商工観光課）
柳瀬 千恵（環境課）
鬼澤 健人（生涯学習課）
長峯 大和（水道課）

INTERVIEW

Q
A

Q
A

部長級職員
総務部長 谷川 達郎
企画部長 中川 稔
会計管理者（兼）会計課長 野原 文雄
議会事務局長 内田 好美
市民福祉部理事（兼）国保年金課長 白鳥 俊幸
経済部理事（兼）農林水産課長 代々城 貴彦

▼ 派遣
鹿行広域事務組合 大場 正浩

課長級職員

総務部

財政課長 稲葉 直之
管財課長 根本 誠
税務課長 髙野 裕
収納対策課長 宮川 孝仁

企画部
企画政策課長 川窪 敏夫
魅力発信課長 森作 保繁

市民福祉部

介護福祉課長 稲田 進一
こども課参事（兼）
こども家庭セン
ター統括支援員
（兼）こども発達
支援センター担当

宮本 純子

総合窓口課参事
（兼）北浦総合窓
口室長

逆井 邦子

建設部 都市建設課長 出沼 潤一
経済部 商工観光課長 大野 崇
農業委員会 事務局長 清水 康

教育委員会
学校教育課長 大堀 勝秀
生涯学習課長 齋藤 正男

▼ 派遣
社会福祉協議会 平塚 国治

役職定年
議会事務局長 坂本 博之
※役職は、旧職名

新規採用職員（所属）
金井 謙（総務課）
野口 陽向（税務課）
宮内 秋樹（収納対策課）
大川 美緒（企画政策課）
塙 二保（魅力発信課）
沼田 実咲（魅力発信課）
瀬尾 優太（魅力発信課）
岡村 薫（こども課）
船串 実来（介護福祉課）



7 市報 行方　令和 8 年 5 月号

お知らせワイド版

広告

行政相談委員は「めざそう 住みよい まちづくり」をスローガンに、住民の皆さんの身近な相談相手として、
行政相談所を開設し、行政に関する相談などを受け付け、その解決のための活動をしています。相談は、無料・
秘密厳守です。お気軽にご相談ください。

行政相談所の開設 秘書課（麻生庁舎）
☎０２９９－７２－０８１１

問

▼ 日時
5 月 13日（水）13:00 ～ 15:00

▼ 会場
麻生公民館 2階 第２集会室	 ( ☎ 0299-72-1573) 平山 寛児 行政相談委員
北浦公民館 2階 談話室	 ( ☎ 0291-35-3777) 松下 健治 行政相談委員
玉造公民館１階 談話室	 ( ☎ 0299-55-0171) 新堀 文江 行政相談委員

市税・保険料のお支払いには、口座振替をご利用ください。口座振替は、以下の３種類の申し込み方法があります。

市税等の口座振替 収納対策課（麻生庁舎）
☎０２９９－７２－０８１１

問

市役所窓口申込 金融機関窓口申込 Web 申込

▼ 利用可能な金融機関
常陽銀行、筑波銀行、水戸信用金庫、佐原信用金庫
ゆうちょ銀行、なめがたしおさい農協
※�申込用紙は、市内の上記金融機関に用意してあり
ます。

▲�詳細は
　こちらから

準備するもの
・身分証明書
・キャッシュカード

※暗証番号が必要

準備するもの
・預金通帳
・印鑑（届出印）

準備するもの
・納税通知書
・キャッシュカード

▼ 取扱種別（普通徴収のみ）
固定資産税、軽自動車税、市県民税、
国民健康保険税、介護保険料、後期
高齢者医療保険料

口座振替に手数料はかかりません。
口座振替に手数料はかかりますか？Q

A 振替不能通知（納付書）を送ります。納付書
で納付してください。なお、再振替は行って
いません。

残高が足りないときは？Q

A

領収書などは発行されません。通帳などで確
認をお願いします。

領収書などは発行されますか？Q

A

納税通知書など申し込む科目が分かるもの、
キャッシュカード（暗証番号が分かるもの）、
インターネットに接続できる端末、登録用の
メールアドレスを用意してください。

Web 申込に必要なものは？Q

A
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児童扶養手当とは、主にひとり親家庭で児童を養育している方に支給される手当です。手当額は、毎年の消費者物
価指数の変動に応じて額を改定する物価スライド措置が取られています。2025年の全国消費者物価指数の実績値
が公表されたため、令和 8年度の児童扶養手当額が引き上げられることになりました。

令和 8 年度介護保険料の特例措置 介護福祉課（玉造庁舎）
☎０２９９－５５－０１１１

問

自転車用ヘルメット購入補助 総務課（麻生庁舎）
☎０２９９－７２－０８１１

問

道路交通法の一部改正により、令和５年４月１日から自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されたこと
を受け、市では自転車用ヘルメットの着用を促進し、運転者の安全向上を図るため、購入費用の一部を補助し
ます。
▼ 対象者
・市内に住所を有する高校生相当者
※平成20年 4月 2日～平成 24年 4月 1日生まれ
・市内に住所を有する 65歳以上の高齢者
※令和9年 3月 31日までに 65歳になる（なった）人

▼ 補助額
購入費用の 2分の 1
（補助上限 2,000 円、100円未満は切り捨て）
※購入時の送料、クーポン利用等は除きます。
※１人につき、１個までとなります。

▼ 補助対象
次の全てに該当するヘルメットが対象です。
・令和 8年 4月１日以降に購入したもの
※�下記の方については、令和 9年１月以降に購
入したものに限ります。
①令和 8年度現在、中学３年生
②�令和 9年１月から３月までに 65歳になる人

・�安全認証マークがあるもの
（SGマーク、JCFマークなど）
・�転売などの目的ではなく、対象者が使用するもの

▼ 申請期間
4 月 1日（水）～令和 9年３月 31日（水）

▼ 申請および提出書類等
・�行方市自転車用ヘルメット購入費補助金交付
申請書兼請求書
・領収書の写し
・安全基準の認証が確認できるもの
・振込口座が確認できるもの
※18歳未満の人は、保護者が申請してください。
※�申請書兼請求書は、市公式ホームページ（下
のQRコード）からダウンロードするか、下
の窓口等で受け取ってください。
総務課、総合窓口課（玉造庁舎）、
北浦総合窓口室

▼ 提出先
総務課に持参または郵送
〒 311-3892　行方市麻生 1561-9
行方市役所麻生庁舎　総務課防災交通グループ
※持参の場合、土日祝日を除く

令和 7年度税制改正において、物価上昇への対応とともに、就業調整にも対応する観点から、給与所得控除の最低保障額
が 55万円から65万円に引き上げられましたが、令和 8年度の介護保険料を計算する際には、改正前の基準で計算します。

介護保険料の特例措置 介護福祉課（玉造庁舎）
☎０２９９－５５－０１１１

問

※�本市は、茨城放送およびエフエムかしまと、それぞれ ｢災害協定｣ を締結しています。地震や風水害などの大規模災害が発生した際には、放送エリア内に
おいて本市の情報をお知らせします。

　エフエムかしまの放送エリアは
　鹿行地域でお聴きいただけます
　ひるどきナルナの番組内「鹿行ナビ」、毎月第 2火曜日の午前 11時
40 分から 10分間、行方市の魅力を生中継でお届けします。ぜひ聴い
てください。
■放送エリア
　鹿行地域（�鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市）
■周波数　76.7MHz

　行方の魅力発信広報番組
　「なめトーク」
　Lucky FM茨城放送（水戸局94.6MHz、つくば・日立局88.1MHz）で、
毎月第２・第４金曜日の午前 10時 35 分から５分間放送しています
（「HAPPY パンチ」の番組内）。
　行方市民向けの募集・お知らせ情報や、行方市の観光・イベント情
報など旬の情報をお知らせします！

▼ 特例措置の理由
介護保険料は、市町村民税の課税状況や合計所得
金額等を算定基準としています。今回の税制改正に
より介護保険料収入が減少し、保険料収入不足によ
り事業運営に支障が出る事態を避けるため、税制
改正の影響を受けないよう特例措置が行われます。

▼ 注意点
令和 8年度の介護保険料の算定に限り、改正前の控
除額に調整して計算を行います。住民税が非課税と
なった場合でも、介護保険料の所得段階
では課税とみなされる場合があります。

詳細はこちらから▶

▲�詳細は
　こちらから
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市内における農畜水産物のブランディングを推進するため、付加価値の向上を目指した生産・ 加工・販売の一
体化、新商品の開発、販路拡大等の取り組みを支援するための補助金を交付します。

農畜水産物のブランディング補助金 魅力発信課（麻生庁舎）
☎０２９９－７２－０８１１

問

▼ 対象
・市内に住所を有する個人
・�市内に本社事務所等その他事業の本拠地を設
置する団体・法人　等

▼ 対象事業
市内で生産された農畜水産物を加工し活用する
事業（新商品の開発および事業化、販売方式の
導入、既存事業の拡大に関すること　等）

▼ 対象経費
設備導入・改良費、設備・試作品開発費、機械
装置等リース料　等

▼ 補助率
対象経費のうち、市長が事業の実施に必要と認
めた額の 2分の 1以内（限度額：200万円）

▼ 公募期間
5 月１日（金）～令和 9年 2月 26日（金）
※随時募集しています。

事業の詳細、支援事業を利用して開発さ
れた商品例は、右のQRコードからご確
認ください▶

行方市入学時等支援金・高校生通学支援金 こども課（玉造庁舎）
☎０２９９－５５－０１１１

問

入学時および高校生の通学における家庭の経済的負担を軽減し、本市での子育てしやすい環境を向上させ、子ども
の健全な育成を支援するため、支援金を支給します。
▼ 対象

事業名 対 象 支給額

入学時等
支援金

本年度、小・中学校、
高校に入学した方

平成 31年 4月2日～
令和2年 4月1日生まれ

20,000 円
※1人当たり

平成 25年 4月 2日～
平成 26年 4月 1日生まれ

平成 22年 4月 2日～
平成 23年 4月 1日生まれ

高校生通学
支援金

高等学校へ通学し
ている方

平成 20年 4月 2日～
平成 23年 4月 1日生まれ

30,000 円
※1人当たり

※�基準日（令和 8年５月１日）において本市に住民登録があり、上記に該当する子どもを養育している方が対象です。
※�支給決定前に、本市から転出した場合は対象外となります。

▼ 申請方法
支給対象になりうる方には、申請書を送付
（申請書または電子申請で提出）

▼ 申請期間
5 月 1日（金）～ 7月 31日（金）
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こども誰でも通園制度 こども課（玉造庁舎）
☎０２９９－５５－０１１１

問

市では、全ての子どもの育ちを応援し、良質な成長環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、保
護者の多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため創設された、新たな通園制度
を実施します。

▼ 対象
・本市に住所を有する方
・�保育園等（保育所、認定こども園、地域型保
育事業、企業主導型保育事業）を利用してい
ない方
・0歳 6カ月～満３歳未満の子ども
※上記全てに該当となる方が対象となります。

▼ 利用時間
月 10時間まで（子ども 1人当たり）
※ 1時間単位での利用が可能です。

▼ 利用者負担額
300 円／時（子ども 1人当たり）
※�給食費・おやつ代など、別途実
費負担が必要な場合もあります。

▼ 実施施設
麻生こども園、子どもの家菫の苑

子どもにとってのメリット
家庭とは異なる経験や、家族以外
の人と関わる機会が得られ、もの
や人への興味や関心が広がり、成
長していくことができる。

保護者にとってのメリット
保育士などの知識や技術を持つ人
との関わりにより、ほっとできたり、
孤独感、不安感を解消したり、子
どもの成長の過程と発達の現状を
客観的に捉えられるようになる。

一時預かりとの違い
一時預かり事業が、「保護者の立場
からの必要性」に対応するものであ
るのに対して、こども誰でも通園制
度は、子どもの育ちを応援する制度
で、保護者側の理由は問いません。

▼ 申請までの流れ

※�施設の都合上、ご希望の日時に受け入れができない場
合があります。

申請期限が間近です！
食料品等価格高騰対策支援金

申請方法
届いた給付確認書に必要事
項を記入し、同封の返信用
封筒で提出
※�郵送申請が難しい方は、各
庁舎に開設されている専用
受付窓口をご利用ください。

3 月中旬に各世帯主宛てに
「給付確認書」を発送しています▼

対象者
令和８年２月１日時点で、
市の住民基本台帳に記録さ
れている方

給付額
5,000 円
（1人当たり）

受け取り方法
原則、世帯主名義の口座に
一括で振込
※�現金受取も可能ですが、時
間を要することもあります。

申請期限

5月31日（日）
まで

【問】秘書課（麻生庁舎）☎ 0299-72-0811

　支援金専用お問い合わせ先
☎ 0120-302-338
時間 9:00 ～ 19:30
※土曜日・祝日を除く

▲詳細はこちらから

申請を受理した
日に対して、振
込予定日を随時
更新します。

▲�申請は
　こちらから

1 利用認定申請
「こども誰でも通園制度総合支援システム」から申請

2
アカウント発行
利用認定申請が認定されると「アカウント発行のお知らせ」
というメールが届き、パスワードを設定します。

3 初回面談の予約
利用希望の施設を検索し、初回面談の予約をします。

4 利用予約
面談後に利用したい日を選択し、利用予約をします。



11 市報 行方　令和 8 年 5 月号

お知らせワイド版

本年度の国民年金保険料は、月額 17,920 円です。期限内に納めましょう。

国民年金保険料 国保年金課（玉造庁舎）
☎０２９９－５５－０１１１

問

▼ 納付方法
納付書

（銀行・コンビニ・郵便局）
クレジットカード

電子（キャッシュレス）決済 口座振替

▼ 加算・割引制度
付加年金制度（加算） 月額400円の付加保険料を上乗せして納めると、将来の老齢基礎年金が加算

前納制度（割引） 保険料をまとめて前払い（前納）することで割引

▼ 猶予・免除制度
学生の方（猶予） 失業・低所得の方（猶予・免除）

対 象 大学、専門学校、高等学校などに在籍する
学生等

失業や所得が少ないなど、経済的な理由で
保険料の納付が困難な方

メリット
・老齢基礎年金を受け取るための必要な期間に算入されます。
・病気やけがで障害が残ったときに、障害基礎年金を受け取ることができます。
・承認を受けた場合、10年間は追納が可能です。

※�当該期間は、年金の受給資格期間には算入され、未納扱いとはなりませんが、追納されない限り老齢年金
額の計算には反映されませんのでご注意ください。

手続きを忘れずに
しましょう！

国民年金保険への切り替え手続きを忘れていませんか？
20 歳以上60歳未満の方が会社を退職され、農業者、自営業者、学生、フリーアルバイター、
無職等になった場合には、国民年金第１号被保険者への切り替え手続きが必要です。必ず切り
替え手続きを行うようにしましょう。
各手続きは、国保年金課（玉造庁舎）または麻生・北浦庁舎の総合窓口室で行うことができます。

▼ 未納の方への対応
日本年金機構では、国民年金保険料を納付期限までに納めていただけない方に対して、電話・文書・訪問等により、
早期に納めていただくよう案内を行っています。未納のまま放置されると、強制徴収の手続きによって督促を行
います。指定された期限までに納付がない場合は、延滞金が課されるだけではなく、納付義務のある方（連帯し
て納付する義務を負う配偶者および世帯主等）の財産が差し押さえられることがありますので、ご注意ください。

年金に関するお問い合わせは、
ねんきんダイヤル ☎ 0570 － 05 －1165（ナビダイヤル）

環境美化と交通安全のため、ご協力をお願いします。
トラクター等を使用した農作業後に、田や畑から公道へ出る際には、必ず泥を落としてから走行
するようお願いします。車道や歩道に落ちた泥のかたまりは、自動車だけでなく歩行者・バイク・
自転車などの通行の妨げとなり大変危険です。

農作業時は必ず泥泥を落としてから道路へ！

【問】農林水産課（北浦庁舎）　☎ 0291-35-2111
道路維持課（玉造庁舎）　☎ 0299-55-0111

日本年金機構の
ホームページは
こちらから▶

道路をきれいに、安全に

道路を汚してしまった場合は、
速やかに泥の撤去・清掃をしてください。
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下水道および農業集落排水区域にある建物のうち、現在下水道に接続していない建物（汚水処理が浄化槽・く
み取りの建物）をお持ちの方を対象とした接続補助制度です。

下水道等接続支援事業費補助金 下水道課（玉造庁舎）
☎０２９９－５５－０１１１

問

営業情報など施設の詳細は、右のQRコードからホームページをご確認ください。当園では、動物の魅
力を身近で感じ考え学習できる場を提供していきます。皆さまのご来場を心よりお待ちしています。

【問い合わせ】霞ケ浦どうぶつとみんなのいえ　☎ 0299-55-3928

どうぶつとみんなのいえ日記
▶ 名前　�マト
▶ 性格　�おとなしく、少し臆病

フクロウとミミズクの違いは？特徴ある翼に注目
毎年 5月 10 日から 16 日は「愛鳥週間」です。野鳥を保護し、
自然環境の大切さを考えるこの期間にちなみ、今回はアメリカワ
シミミズクのマトを通じて、鳥の不思議な魅力をご紹介します。
ところで「フクロウ」と「ミミズク」の違いをご存じですか？
実は生物学的な違いはなく、頭に耳のような飾り羽「羽

うか く
角」が

あるものをミミズク、ないものをフクロウと呼ぶのが一般的で
す。立派な羽角を持つマトも、それを立てたり寝かせたりして豊かな感情を見せて
くれます。さらに驚かされるのが「音のない羽ばたき」です。フクロウ目

もく
の翼は、

風
かざきりばね
切羽の縁にある細かいギザギザが空気を逃がし、羽音を消し去る特殊な構造になっ
ています。夜の森で、獲物に気づかれず狩りをするために進化したものです。目の
前で大きく羽ばたいても、驚くほど無音なことには、いつも自然の神秘を感じます。

愛鳥週間は、いつもより鳥たちに目を向けて
身近な鳥たちの生態を知ることは、自然を尊重する第一歩です。この愛鳥週間に、
ぜひ空を舞う鳥たちへ目を向けてみてください。

アメリカワシミミズク

担当飼育員
坂田 萌々香さん

▼ 種別等
種 別 条件等（以下の全てを満たすこと） 補助額
通常補助 �・�市税等に滞納が

ないこと
・�新築および官公
署でないこと

下記以外の世帯 40,000 円

高額補助 ・�18 歳未満または 65歳以上の方（※）がいる世帯
・�市民税の課税対象額が世帯合計 348万円以下の世帯 400,000 円

▼ 注意事項
補助を受けようとする方は、必ず工事前に下水
道課へご相談ください。
※�相談なく工事を行った場合（事後の申請の場
合）は、補助金の対象となりません。

下水道に詰まりやすいものを下水道に詰まりやすいものを
流さないでください！流さないでください！

下水道に野菜くずや布切れ、食用の油などを流すと、
下水道のつまりや汚臭の原因になります。適正に処
理をして、流さずごみとして処理しましょう。

※ 18歳未満とは申請年度の 4月 1日時点、 65 歳以上とは申請年度の 3月 31日時点での年齢となります。


